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　　　　先ず、「精神的苦痛」については、様々な態様が考えられ、網羅的に指摘する
ことはできませんが、遺憾ながら、入所型の障害者施設などにおいて「言うこと
きかないと、旅行に連れていかない。」などと言って、利用者を追い詰めること
が平気で言われている施設もあるというのが現実です。

　　　　一方、「監禁」についてですが、入所型の障害者施設や病院でよく起きます。
障害の問題として正面から対応せず、本来処遇の改善によって克服すべき行動を
「異常行動」「問題行動」であるとして、監禁するなどの場合が深刻な問題とな
っています。更に、「孤立化」の例としては、電話や手紙を取り次がなかったり
することが挙げられます。

　　　　以上の様な「精神的苦痛」「監禁・孤立化」問題は、施設管理者の意識が低く
、介助について、職員に専門性が欠如していることが大きな原因です。

　　　　施設管理者、施設職員が、障害者の特性について理解を深め、個々の障害者と
人間的に向き合うことから、「問題行動」を押さえつけるのではなく、「問題行
動」を障害者のメッセージと捉え、解決して行くように施設に改善を求めて行く
必要があります。そして、その為には、施設職員の採用時点から、職員としての
特性が厳格に審査されること、採用後も専門家による研修、職員間の経験交流、
研究会活動などが奨励される施設経営が行われているかがチェックされる必要が
あります。保護者の立場では、施設管理者に意見が言いにくいという場合にはＱ
５７のような第三者委員などを活用したり、外部の相談機関を利用することが考
えられます。また、弁護士による交渉の中で問題点を指摘して、具体的な処遇の
方法や人員配置などに外部の専門家の意見を聞く機会を作るよう要求することも
具体的な改善策となりましょう。


